
対策チーム

恵庭中学校 いじめ問題への対応構造図

校内いじめ防止委員会

事実確認・事情聴取

・事案対応における振り返り・分析

・被害、加害生徒の継続的な経過観察

・被害生徒への継続的な心のケア

・いじめを生み出さない環境づくりの推進

被害を受けている本人 友 人保護者 教職員 地 域

相談、口頭、電話、メール、アンケート調査 など

い じ め の 覚 知

いじめ問題担当教員

いじめの認知

・情報共有、整理

・対処方針決定
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事実の把握

関係者の

指導・支援・連携

事後指導

説明

連携

・被害生徒、保護者

への説明

・加害生徒、保護者

への説明

・保護者との協力関

係づくり

・被害生徒の保護、

ケア、支援

・加害生徒への指導

・周囲の生徒への指

導

・学級、学年への全

体指導

ケア

指導

再発防止に向けた取組

重大事態

迅速かつ適切

な判断

いじめ防止基

本方針に基づ

いて対応

学校いじめ防止基本方針に基づいて組織的対応を徹底

いじめの解消

①「いじめの行為が止んでいる

こと」（少なくとも３ヶ月以上

を目安とする）

②「被害生徒が心身の苦痛を感

じていないこと」（本人、保護

者と面談等により確認）

関係機関と
の連携

必要に応じて
・行政
・警察
・福祉
・医療
と連携する


